
平成 21 年度 第 4 回かすみがうら市地域公共交通会議次第

日時 平成 21 年 12月 21日（月）

午後 2 時 00分から

場所 かすみがうら市役所千代田庁舎

防災センター2階研修室

１ 開会

２ あいさつ

３ 議事

報告第 1号 かすみがうら市乗合タクシー運行状況について

議案第 1 号 道路運送法第 4条に基づくかすみがうら市乗合タクシー運行につ

いて

議案第 2号 かすみがうら市地域公共交通総合連携計画素案について

議案第 3 号 かすみがうら市地域公共交通総合連携計画策定調査事業に係る事

後評価の報告について

４ その他

５ 閉会



報告第 1号

かすみがうら市乗合タクシー運行状況について

乗合タクシー登録者数（平成 21年 11 月末現在）

安食線 大和田線 湖岸線 合 計

一 般 103人 280人 186人 569人

高校生以下 9人 11人 12人 32人

小学生以下 3人 6人 8人 17人

合 計 115人 297人 206人 618人

6:30 7:30 11:00 13:00 16:30 18:30 計

 4月分 26 84 50 17 31 41 249

 5月分 24 61 43 23 15 49 215

 6月分 29 78 38 16 15 38 214

 7月分 32 72 23 16 21 36 200

 8月分 23 52 20 14 12 32 153

 9月分 28 73 29 17 16 32 195

10月分 23 69 32 23 6 31 184 合計

11月分 23 60 28 17 6 27 161 1,571人

 4月分 1.2 4.0 2.4 0.8 1.5 2.0 11.9

 5月分 1.3 3.4 2.4 1.3 0.8 2.7 11.9

 6月分 1.3 3.5 1.7 0.7 0.7 1.7 9.7

 7月分 1.5 3.3 1.0 0.7 1.0 1.6 9.1

 8月分 1.2 2.7 1.1 0.7 0.6 1.7 8.1

 9月分 1.5 3.8 1.5 0.9 0.8 1.7 10.3

10月分 1.1 3.3 1.5 1.1 0.3 1.5 8.8 合計

11月分 1.2 3.2 1.5 0.9 0.3 1.4 8.5 9.8人

 4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月

21 18 22 22 19 19 21

11月 12月 1月 2月 3月 合計

19 161日

6:30 8:00 11:00 13:00 16:30 18:30 計

 4月分 73 106 51 102 79 32 443

 5月分 70 71 51 80 60 31 363

 6月分 87 114 51 134 83 29 498

 7月分 57 104 73 109 90 40 473

 8月分 37 104 58 109 76 28 412

 9月分 48 83 75 82 78 27 393

10月分 58 117 58 112 81 35 461 合計

11月分 50 116 60 121 52 29 428 3,471人

 4月分 3.5 5.0 2.4 4.9 3.8 1.5 21.1

 5月分 3.9 3.9 2.8 4.4 3.3 1.7 20.2

 6月分 4.0 5.2 2.3 6.1 3.8 1.3 22.6

 7月分 2.6 4.7 3.3 5.0 4.1 1.8 21.5

 8月分 1.9 5.5 3.1 5.7 4.0 1.5 21.7

 9月分 2.5 4.4 3.9 4.3 4.1 1.4 20.7

10月分 2.8 5.6 2.8 5.3 3.9 1.7 22.0 合計

11月分 2.6 6.1 3.2 6.4 2.7 1.5 22.5 21.6人

 4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月

21 18 22 22 19 19 21

11月 12月 1月 2月 3月 合計

19 161日

 4月分 692

 5月分 578

 6月分 712

 7月分 673

 8月分 565

 9月分 588

10月分 645 総合計

11月分 589 5,042人

 4月分 33.0

 5月分 32.1

 6月分 32.4

 7月分 30.6

 8月分 29.7

 9月分 30.9

10月分 30.7 総合計

11月分 31.0 31.3人

稼働日数（日）

両ルート合計

のべ利用者数
(人）

１日あたり平均
利用者数（人）

大和田・湖岸ルート

のべ利用者数
(人）

１日あたり平均

利用者数（人）

稼働日数（日）

安食ルート

のべ利用者数
(人）

１日あたり平均

利用者数（人）



議案第 1号

道路運送法第 4条に基づくかすみがうら市乗合タクシー運行について

かすみがうら市乗合タクシー運行要領

（１）運行の概要

霞ヶ浦地区の路線バス廃止に伴う代替交通として、デマンド型による乗合タ

クシー方式の運行を行う。

（２）運行の態様

道路運送法第 4 条許可によるかすみがうら市のうち霞ヶ浦地区の区域運行と

し、一部土浦市へ乗入れる。

（３）事業計画等

①運行方法

デマンド型の乗合タクシーで、霞ヶ浦地区内乗降場所から神立駅西口、神立

病院、土浦クリニックタウン、土浦協同病院、土浦駅東口まで、及び霞ヶ浦

地区内の運行を行う。ただし、神立駅西口～神立病院間及び土浦クリニック

タウン～土浦協同病院～土浦駅東口間のみを乗降する運行は行わない。

②利用対象者

事前登録者

③運行開始日及び運行日

平成 22年 4月 1日から運行を開始する。

土、日、祝休日、8 月 13日から 15日、12月 29 日から1 月 3 日を除く毎日運

行。ただし、予約の無い便は運行しない。

④運行便数

神立駅西口ルート： 1 日 上り 5 便、下り 4便

土浦駅東口ルート： 1 日 上り 4 便、下り 4便

⑤運行時刻

神立駅西口ルート

（神立駅西口・神立病院）

土浦駅東口ルート

土浦駅東口・土浦協同病院

・土浦クリニックタウン

上り 下り 上り 下り

６：３０ ６：３０

７：３０ ８：００ ８：００ ９：００

１１：００ １３：００ １１：００ １３：００

１６：００ １６：３０ １５：３０ １６：３０

１８：００ １８：３０ １８：１０

⑥登録・予約

・登録方法

所定の登録用紙に必要事項を記入のうえ、運行事業者に提出する。



・予約方法

運行事業者が予約専用電話を設置し、電話により予約を受け付け、コース

別に分けて運行管理を行う。

・予約受付日及び受付時間

受付は日曜日から金曜日の午前 8 時 00 分から午後 6 時 00 分とし、利用希

望時間の 60分前までに予約する。ただし、6 時 30 分発から 8 時 00分発の

便の予約は前日までとする。

⑦運賃の設定

・霞ヶ浦地区内

１乗車 400円（高校生以下 300 円、小学生以下200 円）

・霞ヶ浦地区から神立病院まで

１乗車 400円（高校生以下 300 円、小学生以下200 円）

・神立病院から霞ヶ浦地区内まで

１乗車 400円（高校生以下 300 円、小学生以下200 円）

・上記以外の利用

１乗車 600円（高校生以下 450 円、小学生以下300 円）

・支払い方法は乗車の都度、現金にて支払い

（利用者に領収書交付、半券を保管）

⑧乗降場所

・かすみがうら市内（主要道路沿線指定乗降場所）

・神立駅西口、神立病院、土浦クリニックタウン、土浦協同病院、土浦駅東口

⑨運行事業者

有限会社 美並タクシー

⑩営業所の所在地

かすみがうら市深谷 3430 番地 1

⑪事業用車両数

ジャンボタクシー（10 人乗りワゴン車）2 台、予備車両乗用車 1 台とし、い

ずれも乗用運送、乗合運送を兼ねる車両とする。



